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最近タイの労働運動には ｢異変｣が起

きている｡どのような ｢異変｣が起きて

いるのか､そのような ｢異変｣が生じる
ことになったのはなぜかについて述べる

ことにしたい｡
タイの労働運動に異変が起きているこ

とをはっきりと表面化させた ｢事件｣と

して､今年 5月のメーデーが分裂メー

デーとなり､しかも労働省が後押しした

グループよりも､それに対立するグルー

プが主催したメーデーの方が圧倒的に多

くの労働者を集めたことをあげることが

できよう｡タイのメーデーが､分裂メー

デーとなったのは今年が初めてではな

い｡しかし労働省からメーデー集会開催

予算を受け取った ｢主流派｣の集会より
も､｢反主流派｣の集会により多くの労働

者が参加し､しかもタイのマスメディア

の多くが ｢主流派｣の集会よりも ｢反主

流派｣の集会を好意的に報道したのは今

回が初めてのことである｡ こうした ｢異

変｣が生じたのは､労働運動内の各派間

のパワーバランスに重要な変化が生じた

ことによる｡

タイには現在 10のナショナル ･セン

ターがある｡ ナショナル ･センターとは

労働者の全国的組織のことであり､タイ

ではサパー･レンガ-ンと呼ばれる.例

年メーデーに際しては､すべてのナショ

ナル･センターが参加するかたちでメー

デー集会実行委員会を作り､この実行委

員会に対して労働省がメーデー集会開催

のための予算を与えることになってい

た｡メーデー集会実行委員会の委員長は

ナショナル･センターの間で一種のロー

テーションのようなものがあり､毎年交

代で委員長を務めることになっていた｡

今年はタイ労働評議会 (英語略称 LCT)

委員長のプラトウアン･セ-ンサーンが

メーデー集会実行委員長を務めることに

なったのであるが､プラトウアンに対し

て批判的なグループがプラトウアンが実

行委員長を務めるメーデー集会に参加す

ることを拒否したのである｡

ナショナル ･センターの離合集散

の歴史と今年の分裂メーデー

まずタイのナショナル･センターの歴

史を簡単に振り返っておくことにしよ

う｡タイでは労働組合もその上部団体で

あるナショナル･センターも労働関係法

によって労働省(1993年までは内務省労

働局)に登録することが義務づけられて

いる｡一番初めに登録が認められたのは

78年2月に登録が認められたタイ労働

評議会 (LCT)である｡78年3月には
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全国自由労働会議 (NFIJUC)が､79年

1月にはタイ労働会議 (NCTL)が結成

されたが､どちらもLCTより規模がずっ

と小さく､当時のクリアンサック政権は

LCTを重視する姿勢をとった｡

しかしプレーム政権になってこうした

状況に変化が生じた｡LCT内部で､パイ

サーン･タワッチャイナンを中心とする

グループとア-マド･カムテ-トーンを

中心とするグループが対立するようにな

り､パイサーン派が1983年9月にLU

を脱退して､4番目のナショナル ･セン

ターとしてタイ労働連合会議 (TrUC)

を結成したのである｡TrUCは参加組合

数においても参加労働者数においても

LCTを上回るようになった｡また84年

にはパナット･タイルアンがLCTから

NCTLに移籍したが､NCTLはパナット

が加入してから急速に参加組合数を増や

し､勢力を拡大するようになった｡こう

した状況の中､プレーム政権は､すべて

のナショナル･センターをその規模にか

かわらず､｢平等｣に扱う姿勢をとり､そ

れはその後の政権にも踏襲されている｡

1970年代末からタイでは労働者団体

代表と使用者団体代表､それに政府の代

表からなるいわゆる三者構成のさまざま

な審議会が設置されたが､それらの審議

会の多くにおいて､労働者団体代表に

は､各ナショナル･センターから1人ず

つ代表を選ぶという慣行が定着してい

る｡労働運動指導者の間では､政府が設

置した審議会の委員となることは名誉な

ことであるとともに政財界や有力官僚と

のコネを築くチャンスでもあると考えら

れ､そうした機会が規模に関係なく各ナ

ショナル ･センターに ｢平等｣に与えら
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れたことは､小規模なナショナル ･セン

ターの乱立を招く大きな要因となった｡

89年から93年にかけて相次いで4つの

ナショナル･センターが設立され､93年

にはナショナル･センターの数は8つに

膨れあがったが､新たに設立されたナ

ショナル･センターは参加組合数におい

ても参加労働者数においても規模の小さ

なものであった｡

ただし労働裁判所の労働団体代表補助

裁判官の選出については､政府による任

命ではなく､労働者団体間の選挙によっ

て選出することになっているため､ナ

ショナル･センター間で激しい争いが行

われることが多かった｡労働裁判所の補

助裁判官の選挙は､労働者1人1票では

なく1労働組合 1票で選挙が行われる｡

つまり組合員が数万人もいる国営企業の

大組合も､従業員が十数人しかいない企

業に作られた小さな組合も､どちらも同

じ1票が与えられているのである｡労働

裁判所の補助裁判官を務めると国王から

勲章がもらえることもあって､労働運動

にかかわる者にとっては､労働裁判所の

補助裁判官に選ばれることは非常に名誉

なことだと考えられている｡この労働裁

判所の補助裁判官の選挙で圧倒的な強さ

を見せたのが､NCTLを率いるように

なったパナット･タイルアンである｡パ

ナットは規模の小さな労働組合を次々と

作ってNCTLに参加させたため､NCTL

は参加労働者の数ではm CやLCTに

遠く及ばなかったにもかかわらず､参加

組合数の数ではm CやLCTを短期間

のうちに凌駕するようになったのであ

る｡

あえて単純化して述べれば､1980年代

後半からつい最近までのタイでは､ナショ

ナル ･センターは､LCr-TrUC派とパナッ

ト タイルアン派の2つのグループに分類

することができた｡LCTとTrUCは､ア-

マド･カムテ-トーンが85年にクーデター

未遂事件に関与して失脚し､LCT委員長の

座から追放されてからは関係が改善した｡

LCTとm Cは､これまでは他のナショ

ナル･センターに比べれば労働界での評判

が比較的よく､日本の連合を初め世界各国

の主要なナショナル･センターがその傘下

団体となっている国際自由労連 (ICm )

も､タイのナショナル ･センターのうち､

LCTと′ITUCだけに参加を認めてきた｡こ

れに対し､労働界においてはパナット派の

評判は一般にあまり芳しくない｡パナット

が率いるNCTLは､参加組合数は他のナ

ショナル ･センターを凌駕しているもの

の､参加組合の多くは実質的な活動はして

おらず､労働裁判所の補助裁判官の選挙の

時だけに頭数合わせに動員されているだけ

だとか､労働省の一部の官僚と癒着してい

るとか､一部の経営者から労務管理の顧問

料を受け取っているといった風評が常につ

きまとっている｡ここではそうした風評が

事実に基づくものであるのか､パナットに

対するそうした評価は公平なものであるの

かということについてはあえて論じないこ

とにしよう｡ただそうした風評がタイ国内

だけでなく､海外においても労働界ではか

なり定着しているという事実は指摘してお

くことにしたい｡

LCm C派とパナット派の力関係は､

労働裁判所の補助裁判官の選挙などではパ

ナット派が圧倒的な強さを見せたものの､

労働者の動員力やマスコミへの影響力､海

外の労働団体との関係においてはLCT-

′ITUC派が優勢で､1980年代後半は

総合的にはLCm UC派の方が優勢
という状況にあった｡しかしその後パ

ナット派はイメージの改善にはあまり

成功しなかったものの､参加組合数は

着実に増やし続けたのに対し､LCT一

m C派は参加組合数が伸び悩んだだ

けでなく､労働者の動員力もマスコミ

への影響力も低下させていった｡

LCT-TrUC派の影響力が1990年代

に低下したのは､まず一つには91年

のクーデター後国営企業の労働者の団

結権が否定され､国営企業の労働者が

ナショナル･センターに参加できなく

なったことによる｡2000年に国営企業

労使関係法が改正されたことによって

国営企業の労働者も再び労働組合を組

織することができるようになったが､

現在にいたるまでナショナル ･セン

ターに参加することは認められていな

い｡これによってそれまで国営企業の

労働組合を中核勢力としていたLCT

とTrUCは､動員力を大きく低下させ

ることになった｡またもう一つの大き

な原因は97年から98年に起きたLCT

内の内紛である｡金融危機によって急

増した労働争議への対応などをめぐっ

て､当時LCTの委員長だったスウイッ

ト.ハート-ンをパンチョン･ブンヤ

ラックらが激しく批判し､LCTの執行

部は分裂状態になり､しかもそうした

状況の中でスウイットが勤めていた企

業が倒産し､スウイットはLCTの委

員長を続ける資格を失うことになって

しまった｡彼の辞任後にパンチョン派

がLCTの執行部を掌握するのを阻止

したかったスウイットは､当時m C
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の副委員長だったプラトゥアン･セ-ン

サーンをLCTの後継委員長に推すとい

う奇策に出たため､LCTだけでなく､

TUC内も大きく混乱することになった

のである｡結局プラトゥアンはm Cに

も所属したままLCTの委員長を務める

ことになり､またそれを不服とするパン

チョン派はLCTを脱退して､9つ目のナ

ショナル･センターとなるタイ労働組合

評議会センター (LCCLUT)を結成する

ことになった｡

こうしたI.CT内のごたごたは2002年

までは基本的にLCm C派内の内紛

にとどまっていたのであるが､2002年に

なってLCTの執行部内でプラトウアンに

対する批判が強まり､プラトウアンが孤

立し始めたことによって新たな展開を見

せることになった｡パンチョン派との争

いに際してはプラトウアンを支持してい

たワンペン･プレームケウ､サマーン･ト

ムヤー､シーポー･ワ-ユパックといっ

たI.CTの幹部の多くは､2002年10月の

LCTの委員長選に際して､プラトゥアン

不支持の立場をとった｡プラトゥアンは

委員長選挙に勝利したが､LCTの主な幹

部は選挙に不正があったとして､現在に

いたるまでこの時の選挙の正当性を認め

ようとはしていない｡

反プラトウアン派は､プラトゥアン

不支持の理由として､プラトゥアンが

海外の労働団体から寄せられた支援金

を不透明なかたちで使ったこと､労働

者団体の代表でありながら自ら会社を

設立し､しかも労働省の一部官僚との

コネを利用して､自らの会社に社会保

険庁の業務を請け負わせ､不正なかた

ちで利益を得ていることなどをあげて
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いる｡反プラトウアン派のこうした主

張は『マテイチョン』などタイの一般紙

などでも報じられたこともあり､プラ

トウアンのイメージは大きく傷つくこ

とになった｡

こうした状況の中､LCT内で孤立を深

めたプラトウアンが､パナット派に急速

に接近したことによって､タイのナショ

ナル･センター間のパワー･バランスは

大きく変化することになったのである｡

LCT内の反プラトウアン派やこれまで

反パナット派の立場をとっていたいくつ

かの ｢弱小｣ナショナル･センターに対

して､少なくとも資金力と労働省への影

響力においてかなり優位に立ったと考え

たプラトウアンとパナットは､今年の

メーデー集会の開催に際して､LCT内の

反プラトゥアン派や反パナット派の他の

ナショナル･センターの意向を無視する

かたちでプログラム案を作成しようとし

たため､LCT内の反プラトウアン派や反

パナット派のナショナル･センターの強

い反発を招くことになった｡

10番目のナショナル･センターは今年

のメーデーのあとで結成されたので､

メーデーの時点ではタイには9つのナ

ショナル･センターがあったが､結局9

つのナショナル･センターのうちの5つ

がプラトゥアン-パナット側につき､残

りの4つは別の場所で政府からの予算を

もらわずにメーデー集会を開催すること

になった｡ところが､プラトウアンやパ

ナットの予想に反して､反プラトゥアン

ーパナット派が開催したメーデー集会の

方が圧倒的に多くの労働者を集めること

に成功し､マスメディアの多くもプラ

トウアンやパナットに対して批判的な論

調の記事を載せたのである｡それはなぜか

を説明するためには､ナショナル ･セン

ターに参加していない国営企業労働者の動

きや､ナショナル･センターとは独自の運

動方針を掲げることの多い地域別労働組合

ネットワークの動き､労働運動とNGOの

関係などにも言及する必要がある｡

国営企業労働者の動き

紙数の関係で詳しく書くことはできない

が､これまでタイの労働運動とNGOは､

その主要な担い手の出身社会階層の違いな

どもあって､あまり密接な関係は持ってこ

なかった｡そうした状況の中にあって､

NGO関係者とも良好な関係を築くことに

成功した例外的な存在が国営企業労働組合

の指導者ソムサック･コ-サイスックであ

る｡ソムサックは1992年のスチンダー首

相退陣要求運動で重要な役割を果たしたこ

ともあり､労働界だけでなく､市民運動活

動家やマスコミ界にも知己が多い｡

1991年以降国営企業の労働者はナショ

ナル･センターに参加することが禁じられ

ているため､ソムサックはどのナショナル･

センターにも所属していないが､主要国営

企業の労働組合の連合体として国営企業労

働連盟 (サマーパン･レーンガ-ン･ラッ

タウイサハキット･サムパン)を組織し､そ

の書記長を務めている｡ソムサックは､タ

クシン政権の国営企業民営化の方針に対す

る反対運動の先頭に立っており､今年3月

の大規模なデモに見られるように数多くの

国営企業労働者を動員する力を持っている｡

ただ､ソムサックが率いる組織は以前から

このように大きな動員力をもっていたわけ

では必ずしもない｡最近その動員力が強く

なっているのは､一つにはタクシン政権が

労働組合の力が弱い国営企業だけでな

く､労働組合の力の強い電力関係の国

営企業や国鉄についても民営化を急速

に進めようとしたからであるが､もう

一つにはソムサックらがNGOやマス

コミ関係者からの支持を得ることにか

なり成功したことにもよる｡

日本においても国営企業の民営化に

際しては､労働組合の抵抗が見られた

が､日本の労働組合の間では反ナショ

ナリズム的な傾向が強かったこともあ

り､ナショナリズム的な観点から国営

企業の民営化に反対するという議論は

あまり展開されなかった｡これに対し

タイの場合は､国営企業の労働者の間

にナショナリズムに対する抵抗感はほ

とんどなく､また日本で国鉄や電電公

社が民営化された場合と違って､タイ

の国営企業の民営化では､民営化後外

国企業が大きな影響力を行使すること

が多いこともあって､民営化に反対す

る側が国民のナショナリズム的感情に

訴えることによって､構造改革に反対

する ｢抵抗勢力｣としてではなく､国

民の共通資産を守ろうとしている愛国

者としてのイメージを築くことにある

程度成功している｡

ナショナル･センター間の力関係だ

けを見ると動員力においても資金力に

おいても､劣勢に立たされた反プラ

トウ■ァンーパナット派は､それまで必

ずしも密接な関係を持っていなかった

国営企業労働連盟との連携を強化する

ようになり､今回の分裂メーデーに際

しても､国営企業労働連盟と合同で集

会を開催することにした｡ソムサック

が率いる国営企業の労働組合が反プラ
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トウアンーパナット派と提携したこと

は､｢反主流派｣の集会がその動員数にお

いて ｢主流派｣を凌駕することに大きく

貢献した｡またマスコミ関係者と比較的

良好な関係を持っているソムサックやい

くつかのNGOが反プラトゥアンーパ

ナット派と連携したため､今年の分裂

メーデーについては､タイの有力新聞の

いくつかがプラトゥアン-パナット派に

批判的な記事を掲載することにもなっ

た｡

地域別労働組合ネットワークの動き

反プラトゥアンーパナット派が多く

の労働者を集めることができたもう一

つの理由は､オムノイ･オムヤイやプラ

パデーンなど工場が密集しているいく

つかの地域に結成されている地域別労

働組合ネットワーク (タイ語ではグル

ム･ヤーン)の多くが､反プラトウアン

ーパナット派を支持したことによる｡

地域別労働組合ネットワークの多くは､

以前からパナット派とは対立関係に

あったが､LCT-TTUC派とも一線を画

す行動をとることがしばしばあった｡

しかしプラトウアンがパナットと手を

結んだことによってパナット派がこれ

まで以上に力を増すことを危但したこ

ともあり､今回のメーデーに際しては､

反プラトゥアンーパナット派と共同行

動をとることにしたのである｡

タイのナショナル ･センターはLCT-

m C派もパナット派も1990年代に末

端の労働組合に対する影響力を低下させ

たが､そうした中にあって地域別労働組

合ネットワークは業種別ではなく､地域

別に末端の労働組合を組織し､日常的な
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活動を充実させることによって､LCT-

m C派のナショナル ･センターに対し

てもパナット派のナショナル･センター

に対しても不満を抱いている末端の労働

者の間に支持を広げてきており､労働者

の動員力においては､ナショナル･セン

タ-をも上回るようになってきているo

地域別労働組合ネットワークの多くは､

反プラトウアンーパナット派のナショナ

ル･センターに対しても一定の不満を抱

いているが､プラトゥアンーパナット派

に対してより強い不信感を抱いており､

今回の分裂メーデーに際しては､反プラ

トゥアンーパナット派側に参加すること

になったのである｡

おわりに

数多くの日本企業がタイに進出してい

るのはさまざまな要因によるものであろ

うが､労使関係が比較的安定しているこ

ともそうした要因の一つであろう｡タイ

の労使関係が比較的安定しているのもこ

れまたさまざまな要因によるものである

が､歴代のタイ政府が各種の三者構成の

審議会などを設置することによって､経

営者団体だけでなく､労働者団体の代表

者からも意向を聴取し､利害を調整する

制度化されたチャンネルを整備してきた

こともそうした要因の一つとなっている

と思われる｡ナショナル･センター間に

は､LCT-TrUC派対パナット派の対立が

1980年代後半からあったものの､2002

年までは両者の間に微妙なパワーバラン

スが維持されており､両派が長期間にわ

たって激しく対立し続けることはあまり

なかったことが､そうした制度化された

チャンネルを通しての利害調整をそれな

りに機能させることを可能にしてきたので

あるが､ここ数年のパナット派と反パナッ

ト派の対立の激化はそうした状況に変化を

もたらす危険性をはらんでいるといえよ

う｡

パナットやプラトウアンのイメージが労

働界で大きく改善することは少なくとも当

分の間は期待できそうにない｡それにもか

かわらず､ナショナル ･センター間のパ

ワーバランスが､今後さらにパナット派に

有利なかたちで変化すれば､末端の労働組

合はナショナル ･センターやナショナル ･

センターを基軸とした労働省や経営者団体

との利害調整のための制度化されたチャン

ネルに対する疎外感を強め､これまでより

も過激な行動に出る可能性も考えられる｡

ゲーム論の世界では､個々のプレーヤー

にとっては合理的な判断が､そのプレー

ヤーが所属している集団全体から見ると必

ずしも合理的な判断ではなく､最終的には

個々のプレーヤーにとっても利益をもたら

さないという状況がしばしば取り上げられ

る｡大勢の人が互いに周りの人と大きな声

で話し合っている騒がしい部屋で隣の人と

話をするためには､他の人よりもさらに大

きな声でしゃべるというのは個々人のレベ

ルで見れば非常に合理的な判断であるが､

その部屋にいる人の多くがそうした行動を

すれば､部屋全体が騒がしくなり､喉が暖

れるだけで結局隣の人とうまく話ができな

いというケースなどである｡もしかすると

在タイ日本企業もタイの労働団体との関係

において､ゲーム論的な状況におかれつつ

あるのかも知れない｡比較的最近にタ

イに進出してきた日本企業の中には､

労務管理を容易にするために､自らの

企業にパナット派の影響下で労働組合

が作られることを歓迎するところもい

くつかある｡これは個々の企業の観点

から見ると､少なくとも短期的には合

理的な判断かもしれない｡しかし現在

のタイのナショナル ･センターのパ

ワーバランスの中で､パナット派の力

が伸びることは､もしかするとこれま

でタイの労使関係を安定したものにし

てきたメカニズムの一部に機能不全を

もたらすことになるかも知れない｡

そうした変化が望ましいものである

のか､望ましくないものであるのかの

判断は､タイの従来のそうしたメカニ

ズムをどのように評価するかによって

異なってくるであろう｡またそうした

メカニズムをどう評価するかは､評価

する者の置かれた立場によっても異

なってくるであろう｡ただどのような

立場からどのような評価をするにせ

よ､タイのナショナル･センター間､ナ

ショナル･センターと末端の労働組合

の間､さらには労働運動とNGOの間

の関係に重要な変化が生じつつあり､

そうした変化が労働問題に関する従来

の利害調整メカニズムに大きな変化を

もたらす可能性もあることに今後はこ

れまで以上に関心を払っていく必要が

あるように思われる｡
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